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議事　第３期茂原市子ども・子育て支援事業計画の変更について 

 

１．法改正の内容について 

 

２．子ども・子育て支援制度の全体像 

 

＊「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」とは 

親の就労状況にかかわらず、月 10 時間まで時間単位などで子どもを保育所に預けら

れる制度です。0 歳 6 か月から満 3 歳未満が対象です。 

 

 

 

 

 （１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

・令和 7 年度より地域子ども・子育て支援事業として制度化されておりましたが、子ど

も・子育て支援法の改正により、令和８年４月から新たな給付事業として、「乳児等のた

めの支援給付」が創設されます。 

 

（２）小規模保育事業について 

・0 歳から 2 歳までの児童を対象として１９人以下の利用定員で保育を行っております

が、児童福祉法の改正により、令和８年４月から新たに３～５歳の子どものみを対象と

する「満三歳以上限定小規模保育事業」が創設されます。

地域型保育給付費 
・小規模保育 
・家庭的保育 
・居宅訪問型保育 
・事業所内保育 
（主に０～２歳） 
 

・満三歳以上限定小規模保育

子どものための 
教育・保育給付

施設型給付費 
・認定こども園 

（０～５歳） 
・幼稚園 

（３～５歳） 
・保育所 

（０～５歳）

市町村主体 国主体

乳児等のための 
支援給付

乳児等支援給付費 
・乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度）

仕事・子育て 
両立支援事業

・企業主導型保育事業 
・企業主導型ベビーシッター

利用者支援事業 
・中小企業子ども・子育て支援

環境整備事業

地域子ども・子育て 
支援事業

・利用者支援事業 
・地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 
・妊婦健康診査 
・乳児家庭全戸訪問事業 

（赤ちゃん訪問事業） 
・養育支援訪問事業 
・子育て短期支援事業 
・ファミリー・サポート・ 
センター事業 
（子育て援助活動支援事業） 

・一時預かり事業 
・延長保育事業 
・病児保育事業 
・放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 
・実費徴収に係る補足給付を

行う事業 
・多様な事業者の参入促進・能

力活用事業 
＜新規事業＞ 
・産後ケア事業 
・子育て世帯訪問支援事業 
・児童育成支援拠点事業 
・親子関係形成支援事業 
・乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 
・妊婦等包括相談支援事業

子育てのための 
施設等利用給付

施設等利用費 
・幼稚園＜新制度未移行＞ 
・特別支援学校 
・預かり保育事業 
・認可外保育施設等
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３．子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項（必須記載事項） 

 

４．第３期茂原市子ども・子育て支援事業計画の変更方法 

 

＊代用計画で定めた内容等については、令和９年度の中間年の見直しの際に、「第３期

茂原市子ども・子育て支援事業計画」に反映させる予定です。 

 

 

 

　

 （１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

①各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようとする乳児等通

園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項 

 

②乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育

等の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 

 

（２）満三歳以上限定小規模保育事業について 

①各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る法第 19

条第２項に掲げる小学校就学前子ども（満三歳以上限定小規模保育を利用するも

のに限る。）の必要利用定員総数

 （１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

①乳児等通園支援の量の見込みと確保方策について、別紙「資料２」のとおり代用

計画を策定します。 

 

②乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的に提供する体制に関する

事項について、別紙「資料３」のとおり代用計画を策定します。 

 

（２）満三歳以上限定小規模保育事業について 

①既に計画において定めた教育・保育の量の見込みに、満三歳以上限定小規模保

育に係る必要利用定員総数を含めることとし、計画の変更は行わないこととしま

す。


